
☆河原校区の児童数を増やすための 4制度の１例 

〇河原小学校に転入する内、校区内の親族等と同居する者への就学費補助に関する実施要項 

☆小規模特認校制度とは、山西小学校区の児童も河原小学校に入学可能という制度です。 

     河原小学校への入学を考えてみませんか 

これまで河原小学校は、幾度か複式学級化への移行の状況におかれた経緯がありますが、村当局

や保護者の皆様のご協力を得て解消してきた経緯があります。しかしながら、次年度以降、再び複式

学級化が現実味を帯びて参りました。以下に、河原小学校の現状や学校独自の取組及び、入学する

児童の増加を図るための施策の概要を紹介します。 

１．河原小学校の児童数の現状 

（１） 令和4年度からは複式学級化が進むことが予想されます。 

※複式学級とは・・・隣接する２つ以上の学年によって構成される学級のことです。２学級を合

わせて１６人以下の場合に適用されます。（但し、１年生を含む場合は８人以下になります） 

（２） 次年度は、新２・３年生が複式学級に該当します。      

通常学級 1年 2年 3年 4年 5年 6年 

R3年度 (55人) 7 9 11 8 10 10 

R4年度（52人） 7 7 9 11 8 10 

R5年度 (48人) 6 7 7 9 11 8 

R6年度（46人） 6 6 7 7 9 11 

                       複式学級が予定される学年 

 資料１）次年度以降の通常学級の児童数（※予定） 

 

２．河原小学校の児童数の減少を防止する諸制度と対策（小規模特認校制度） 
 

 

（１） 児童数の減少を防止するための制度を定め財政的に補助。 

 
 

 

（２） 通学の利便性を図る(スクールバスの運用、R3年運行開始)※現在の運行経路と予定時刻です。 

（乗車する児童の利便性も考慮して場所等を決定） 

登校時運行経路と時刻  ①萌の里駐車場７：１５出発 ⇒②全日食前７：２５出発 ⇒③西原村 

役場７：４０出発 ⇒④学校着 ７：５０ 

 

下校時運行経路と時刻  ①学校 ⇒ ②西原村役場(水曜日以外は低学年便と高学年便の２便運航) 

 

（３） 社会人非常勤講師事業による探求学習(２年目)・全校ボランティア活動朝のあいさつ運動 

   ☆探求学習は「総合的な学習の時間」を活用した４学年合同の活動です。 
 

３．今後の活動予定 

以下のような活動を予定しています。 

（１）オープンスクール・・・「河原小学校を見に来てください！」 

☆授業の様子や校舎内外の様子をご確認いただけます。 

① 予定期間 令和３年１０月末～令和３年１１月末 

② 留意事項 新型コロナウイルス感染症の感染拡大 

防止の為、電話による事前予約をお願いいたします。 
〈連絡先〉西原村教育委員会 

 〒861-2402 

 阿蘇郡西原村小森3259 

☎０９６－２７９－４４２４ （直通） 

 


